
小牧市で事業を行うお客様へ  

小規模企業等振興資金のご利用に係る信用保証料に対し、小牧市から助成金が交付されます。  

 

助成金額＝保証料×助成率（※）  

ただし、５０万円を上限とし、１００円未満は切捨て  

※助成率について  

通常資金の場合  

融資額 1,000 万円まで・・・・・１００％  

融資額 1,000 万円超・・・・・・・９０％  

小口資金の場合  

融資額に関らず１００％  

 

※返済条件があり、完済する融資が振興資金以外の融資の場合は助成金の対象外です。  

 

繰上返済の際は、助成金の一部を小牧市へご返還いただきます。  

（詳しくは裏面をご確認ください）  
 

（問合先：小牧市役所  商工振興課  TEL ０５６８－７６－１１３４）  



繰 上 返 済繰 上 返 済繰 上 返 済繰 上 返 済 のののの 際際際際 はははは 、、、、 助 成 金助 成 金助 成 金助 成 金 のののの 一 部一 部一 部一 部 をををを    
小 牧 市小 牧 市小 牧 市小 牧 市 へ ごへ ごへ ごへ ご 返 還返 還返 還返 還 い た だ き ま すい た だ き ま すい た だ き ま すい た だ き ま す 。。。。    (一 部 例 外 あ り )     
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①①①① 保 証 料保 証 料保 証 料保 証 料 の 支 払 い  

 

助 成 金助 成 金助 成 金助 成 金 の 交 付 (A)(A)(A)(A)  

 
繰 上 返 済 に よ る  
保 証 期 間 の 短 縮  

 

②②②② 保 証 料保 証 料保 証 料保 証 料 の 返 戻  

 

① と ② の 差 額 か ら  

助 成 金助 成 金助 成 金助 成 金 を 再 計 算 ( B )( B )( B )( B )  

 

(A )と (B)の 差 額 を 市 に 返 還 ＊  

事 業 者 様  保 証 協 会  

＊ 振 興 資 金 で 借 換 え る 場 合 の 返 還 金 は 、交 付 さ れ る 助 成 金 か ら  
あ ら か じ め 差 引 く こ と で ご 返 還 い た だ き ま す 。  

 

小 牧 市  


